
茨剣連第３５４号 

令和８年３月１８日 

各   位 

     （一財）茨城県剣道連盟                               

                                  会 長   水 田 重 則 

                                                     ［公印省略］ 

 

第３８回 全国健康福祉祭 埼玉大会剣道交流大会 

茨城県代表選手選考会の開催について 

   

 標記選考会を下記により開催いたしますのでご通知いたします。 

  

記 

 

１ 目 的 

   「健康福祉祭」は、スポーツ、文化、福祉など多彩なイベントを通じて健康

づくりを推進するとともに、高齢者をはじめ各世代間の交流を深めることに

より、社会参加や生きがいつくりを図り、豊かで、ふれあいと活力のある長

寿社会づくりの推進を目的としている。 

 

２ 日 時  令和８年５月２４日（日） 午前９時３０分開会 

３ 会 場  アルテンジャパン武道館 剣道場（堀原運動公園内） 

         （水戸市新原２－１１－１ ℡029-251-8444） 

 

４ 参加資格  

   茨城県剣道連盟の会員であること。 

（１）剣道七段以下で、年齢６０歳以上の者（昭和４２年４月１日以前に生まれ

た者）とする。 

（２）参加申込みに係る年齢の記載は、別添の「年齢早見表」による。 

（３）令和８年１１月７日(土)～９日(月)の間、埼玉県行田市で開催される「全国

健康福祉祭剣道交流大会」に参加できる者。 

 

５ 試合・審判規則方式 

全日本剣道連盟の剣道試合・審判規則、同細則、剣道試合・審判・運

営要領の手引き（第４版 R6.9.1）及び茨城県剣道連盟版「感染症予防

ガイドライン」により行う。 



６ 選考方法 

（１） 個人戦とし、リーグ戦及びトーナメント戦方式により行う。 

（２） 試合時間は４分、時間内に勝敗が決しない場合は延長戦を行い、先に１ 

本取得した者を勝ちとする。延長に入ってからの試合時間は３分区切り 

で、勝敗の決するまで継続する。 

 

７ 選考人数 

（１） 大会の参加予定人数は、監督１人・選手５人とする。(ただし、監督は選手 

が兼任することも可能とする。)  

（２） 選考方法、６０歳～６４歳を２名、６５歳～６９歳及び７０歳以上の選手各 

１名を選考した後、各年代の次点選手によるリーグ戦により他の１名を 

選考する。 

 

８ 申込方法 

（１） 申込先・問合せ先 

    〒３１０－０９０３ 水戸市堀町１１６１－１３  

   茨城県剣道連盟事務局 

（TEL 029-251-8811  FAX 029-255-6228） 

メール iba-kend@shore.ocn.ne.jp 

（２） 申込締切 

         令和８年５月８日（金）必着厳守 

（３） 申込方法 
① 申込用紙に所要事項を記入の上、茨城県剣道連盟事務局へ送付

する。 
② 参加料・会員登録料の納入方法は下記によるものとする。 

ア ゆうちょ銀行から振込む場合 
口座記号 ００１５０－５ 
口座番号 ６１２７００ 
加入者名 一般財団法人 茨城県剣道連盟 
イ ゆうちょ銀行以外から振込む場合 
店  名 ０一九（ゼロイチキュウ） 
預金種別 当座 
口座番号 ０６１２７００ 
加入者名 一般財団法人 茨城県剣道連盟 

（４） 参 加 料 

一人：１，０００円 

 



（５） 令和８年度会員登録料（８年度未納者は申込と同時に納入のこと。） 

①六段以上 ： ５，０００円  ②五   段 ： ４，０００円 

③四   段 ： ２，０００円  ④三段以下 ： １，０００円 

     ※令和８年度分を支払ったかどうか不明の方は茨剣連事務局まで 

連絡願います。 

 

９ そ の 他  

（１）出場者のマスク着用については、面マスクまたはシールドを着用する。 

  （茨城県剣道連盟版「感染症予防ガイドライン」を参照ください。） 

（２）参加者は，剣道具の垂中央に黒又は紺色に白ぬきで、所属団体名（横書

き）姓（縦書き）を記名した布製の名札を必ずつけること。 

（３）参加者は、あらかじめ健康診断を受けるなど、健康管理については各自

で責任を持つこととする。体調不良があれば、直ちに参加を見合わせるこ

ととする。なお、主催者は大会中の参加者の事故に対し傷害保険に加入

する。 

（４）熱中症対策として各自水分補給のためｽﾎﾟｰﾂドリンク等を持参すること。 

（５）代表者の本大会出場に伴う経費については、茨剣連の規定に基づき補

助する。 

（６）昼食は各自で準備する。 

 


